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新潟市民病院職員就業規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和５年３月３１日 

                      新潟市病院事業管理者 大谷 哲也 

新潟市民病院管理規程第５号 

   新潟市民病院職員就業規程の一部を改正する規程 

 新潟市民病院職員就業規程（平成２０年新潟市民病院管理規程第１２号）の一部を次の

ように改正する。 

目次中「第１９条の４」を「第１９条の５」に改める。 

第８条第２項中「第２８条の５第１項又は法第２８条の６第２項の規定より採用された

職員（以下「再任用短時間勤務職員」という。）」を「第２２条の４第１項又は第２２条

の５第１項若しくは第２項の規定により採用された職員で法第２２条の４第１項に規定す

る短時間勤務の職を占めるもの（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）」に改

める。 

第９条、第９条の２第３項及び第１８条第２項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前

再任用短時間勤務職員」に改める。  

第２章第３節中第１９条の４の次に次の１条を加える。 

（高齢者部分休業） 

第１９条の５ 職員の高齢者部分休業（法第２６条の３に規定する高齢者部分休業をい

う。）に関しては、新潟市職員の高齢者部分休業に関する条例（令和５年新潟市条例第８

号）の適用を受ける市一般職員の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第６条第１項若し



くは第２項又は附則第７条第１項若しくは第３項の規定により採用された職員は、この

規程による改正後の新潟市民病院職員就業規程第８条第２項に規定する定年前再任用短

時間勤務職員とみなす。 


